障害者差別禁止条例についての学習会
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障害者差別禁止条例

について考えよう！
　２００６年に、国内に始めて、千葉県で障害のある人への差別を禁止する条例ができました。２００９年には北海道で条例ができ、全国各地で条例制定に向けた取り組みが広がっています。そして、国レベルでは差別を禁止する法律を作ろうとしています。
　私たちは、それにどう関わっていくことができるのでしょうか。
まず、障害者差別禁止条例を知るところから始めてみませんか。
障害者差別禁止条例ってどういうもの？

	日時
	平成２２年４月３日（土）
１３：３０～１６：００　　受付１３：００より

	場所
	とちぎ福祉プラザ　３Ｆ　研修室ＡＢ

	参加費
	無料

	定員
	１００名

	講師
	今村　登 氏

（自立生活センターＳＴＥＰえどがわ事務局長）

	参加申込
	電話、ＦＡＸ、Ｅメールで自立生活センターとちぎまでお申し込みください。

	申込締切
	平成２２年３月３１日

	後援
	栃木県　　栃木県社会福祉協議会　　下野新聞社
宇都宮市　宇都宮市社会福祉協議会

全国自立生活センター協議会


障害者差別禁止条例があると何が変わるの？




主催　自立生活センターとちぎ


〒321-0924　栃木県宇都宮市下栗1丁目20番7号


　　　　　　　　　　　エルディム蘭Ａ棟103


ＴＥＬ・ＦＡＸ　　０２８－６３８－２５３８


Ｅ-mail　ciltochigi@silver.plala.or.jp








